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佐
高
信
氏
や
筑
紫
哲
也
氏
が
主

要
な
執
筆
を
勤
め
る
社
会
派
雑
誌

「
週
刊
金
曜
日
」
に
『
ネ
ス
レ
の
陰

湿
き
わ
ま
る
弾
圧
と
闘
う
－
ネ
ッ

ス
ル
日
本
労
働
組
合
』
と
題
し
て
、

見
開
き
２
ペ
ー
ジ
の
記
事
が
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

さ
ら
に
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
で
も

ト
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス
扱
い
で
ネ
ス
レ

記
事
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
「
９

０
件
以
上
の
判
決
や
命
令
が
あ
る

ネ
ス
レ
事
件
」
・
・
・ 

 

詳
し
く
は
、
ぜ
ひ
組
合
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
や
ブ
ロ
グ
を
ご
覧
下
さ
い
。『
ネ

ス
レ
Ｃ
Ｓ
Ｒ
』
で
ト
ッ
プ
に
検
索
。 

２００８年４月 

、
最
高
裁
判
決
で
不
当

職
場
復
帰
し
た
原
告

を
ゴ
ミ
集
め
等
の
差
別
仕
事
で
辞
め
さ

せ
ま
し
た
。
残
っ
た
も
う
一
人
の
原
告
に

も
同
じ
よ
う
に
ゴ
ミ
集
め
を
さ
せ
、
昨
年

の
九
月
以
来
連
日
の
よ
う
に
取
り
囲
み

罵
声
を
浴
び
せ
る
な
ど
の
新
た
な
人
権

侵
害
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
組
合

員
を
最
も
過
酷
で
労
働
者
い
じ
め
の
激

し
い
キ
ッ
ト
カ
ッ
ト
職
場
へ
配
転
さ
せ
、

次
々
退
職
に
追
い
や
る
な
ど
の
露
骨
な

組
織
攻
撃
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
四
月
か
ら
、
以
前
仕
事
で
腰
を

痛
め
労
災
認
定
受
け
て
い
る
、
支
部
組
合

副
委
員
長
を
強
制
的
に
キ
ッ
ト
カ
ッ
ト

。
新
た
な
不
当
労
働
行
為
を

い
ま
す
。 

介
護
が
必
要
な
家

隔
地
へ
の
転
勤
を
命

と
し
て
、
ネ
ス
レ
日

県
姫
路
市
）
の
男
性

転
命
令
の
無
効
確
認

訟
で
、
最
高
裁
第
二

判
長
）
は
一
八
日
、
ネ

受
理
し
な
い
決
定
を

 

「
転
勤
す
れ
ば
家
族

る
可
能
性
が
あ
り
、
配

に
当
た
る
」
と
し
て

払
い
賃
金
の
支
払
い

じ
た
一
、
二
審
判
決

 

企
業
の
配
慮
義
務
を
定
め
る
法
律
を
改

定
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
最
高
裁
決

定
は
こ
の
よ
う
な
時
代
の
要
請
に
応
え

る
意
義
あ
る
も
の
で
す
。 

て
、
争
議
解
決
の
話
し
合
い
テ
ー
ブ
ル
に
つ

く
べ
き
で
す
。 
日
本
政
府
は
一
九

１
５
６
号
条
約
を
批

を
か
か
え
る
労
働
者

職
場
に
配
転

行
っ
て
き
て

 

ネ
ス
レ
日
本
は

解
雇
が
撤
回
さ
れ

族
が
い
る
の
に
遠

じ
た
の
は
不
当
だ

本
姫
路
工
場
（
兵
庫

従
業
員
二
人
が
、
配

な
ど
を
求
め
た
訴

小
法
廷
（
津
野
修
裁

ス
レ
側
の
上
告
を

し
た
。  
の
症
状
が
悪
化
す

転
命
令
権
の
乱
用

、
配
転
の
無
効
と
未

を
ネ
ス
レ
側
に
命

が
確
定
し
た
。 

九
五
年
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ

准
し
、
育
児
や
介
護

の
配
転
に
つ
い
て

今
回
の
最
高
裁
決
定
に
よ
っ
て
、
介
護

は
家
族
だ
け
が
す
る
の
で
な
く
、
地
域
や

会
社
も
含
め
て
社
会
全
体
が
見
守
っ
て

い
く
と
い
う
い
わ
ゆ
る
『
介
護
の
社
会

化
』
が
一
層
促
進
さ
れ
ま
す
。
大
き
な
社

会
進
歩
の
促
進
で
す
。 

 

ネ
ス
レ
三
度
最
高
裁
で
断
罪 

○
今
回
の
「
ネ
ス
レ
介
護
配
転
事
件
」
以

前
に
、
二
〇
〇
六
年
に
「
ネ
ス
レ
不
当
解

雇
事
件
」
で
最
高
裁
に
お
い
て
逆
転
勝

利
。
さ
ら
に
、
一
九
九
五
年
に
「
ネ
ス
レ

団
交
拒
否
事
件
」
で
最

ま
す
。
私
達
は
強
く

 

ネ
ス
レ
は
今
こ
そ
、

の
権
利
侵
害
、
不
当
労

 

高
裁
勝
利
し
て
い

要
求
し
ま
す
。 

全
て
の
労
働
者
へ

働
行
為
を
中
止
し


